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本件の場合の不法行為地 
本件では、新聞は日本で発行され、そこで頒布されたことによって X の社会的評価が低

下した。したがって、加害行為地も損害発生地（結果発生地）も日本であるといえる。た

だ、「マレーシア、シンガポール等」でも悪い評判が広がり社会的評価が著しく害されたと

いうのであるから、これらの外国でも損害が発生している。しかし、本件記事の内容がど

のようにしてこれらの国の関係者に伝わったのか、Yの新聞がそこで頒布されていたのかど
うかなど、判決からは明らかではない。 
日本で発行され、頒布された新聞の内容が、外国に人づてで伝わったとか、だれかがた

またまその新聞を持ち込んだとか、その国の報道機関によって再報道されたというような

事情によって損害が発生したとしても、これらの偶然的な事情だけではその国を損害発生

地と認めるべきではない。 
第１に、国際私法が要求する最密接関連性を欠くからである。第２に損害発生に関する

予見可能性がない。一般的に損害発生地を連結点とする場合にも、加害者と被害者の利害

のバランスの観点から、予見可能性を条件とすべきか否かが議論される。報道機関が加害

者の場合にはさらに言論の自由、報道の自由を保障する必要があるから、連結点について

の一般的な予見可能性はなおさら重視されるべきである。他方、このような場合に報道機

関側の予見可能性を条件としても、被害者の期待に反することはない。出版物が通常の経

路を通じてその地で公衆に提示された場合には、その地における損害発生に関して予見可

能性があるといえる。したがって、マスメディアによる名誉毀損の損害発生地は、頒布地

（受信地）に限定するべきである。 
 本件事案ではマレーシア、シンガポール等が本件新聞の頒布地であることは明らかでは

ないから、これらの外国は不法行為地とみるべきではない。したがって、日本法を適用し

た本件判決の結論は問題ない。 


